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令和５年４月第４回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 令和５年４月１０日（月） 

午前１０時００分から午前１１時２５分 

２．開催場所 本庁舎 ２階 大会議室 

３．出席委員（４６人） 

会  長 １９番 矢谷光生 

  職務代理  １８番 石原誉男 

  農業委員  １番 樋口昌子   ２番 池田 実   ３番 田中秀樹   ４番 小田明美 

５番 福島康夫    ６番 澤本基兄   ７番 山懸将伸   ８番 岡田耕平 

９番 武村一夫  １０番 中山克己  １１番 池本 彰  １２番 新田 孝 

１３番 長鉾忠明  １４番 妹尾宗夫  １５番 中島寛司  １６番 綱島孝晴 

１７番 松本正幸 

  推進委員 ２０番 椙原啓二  ２１番 平 義男  ２２番 小林和夫  ２３番 沼本通明 

２４番 市本裕司  ２５番 下山史朗  ２６番 松下 功  ２７番 福島史利 

２８番 太安隆文  ２９番 渡邉次男  ３０番 市  登  ３１番 綱本郁三  

３２番 長尾 修  ３３番 三村訓弘   ３４番 高谷明弘  ３５番 岡 俊彦  

 ３６番 池田琢璽  ３７番 池田和道  ３８番 各務和裕  ３９番 東郷朝夫 

  ４０番 山中正義  ４１番 池田久美子 ４２番 井上 達   ４３番 入澤靖昭 

４４番 佐子ゆかり ４５番 筒井一行  ４６番 石田 勉 

４．欠席委員（０人） 

  農業委員 無し  

推進委員 無し 

５．議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員の指名について 

  日程第２ 議案第21号 農地法第３条の規定による許可申請書の審議について 

  日程第３ 議案第22号 農地法第５条の規定による許可申請書の審議について 

日程第４ 議案第23号 基盤強化法第１９条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

ついて 

日程第５ 議案第24号  農地中間管理事業法１９条の２の規定による農用地利用集積計画の 

決定について 

日程第６ 議案第25号 令和４年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務 

の実施状況の公表（案）の決定について 

日程第７ 議案第26号 令和５年度最適化活動の目標の設定等（案）の決定について 

日程第８ 報告第６号 農地転用の制限の例外に係る届出について 

日程第９ 報告第７号 農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約について 

その他 
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６．農業委員会事務局職員 

  事務局長 芦川 徹 事務局次長 渡辺義和 主幹 柴田正人 主事 大塚哲史 

福田有子 

７．会議の概要 

（午前１０時００分 開会） 

 

事務局長  それでは、失礼いたします。皆さん、改めておはようございます。 

お時間になりましたので、ただいまから令和５年４月の総会を開催いたします。 

それでは、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会 長   おはようございます。ご苦労さまです。 

今年は桜のほうも非常に早く咲いたということで、もう周辺の山もかなり進んだ状

態となっております。季節が非常に早く進んでいるんだろうなというふうに感じて

おります。先ほどもいろいろありましたように職員のほうの異動がありまして、農

業委員会に３人の方が代わられて新しい方が来られました。非常に事務量が多くな

っております。皆さんの活動も非常に大変だろうというふうに思いますけど、まず

は事務局のほうがしっかりとやってもらわないとなかなかできないこともたくさん

ありますので頑張っていただきたいというふうに思っております。 

新年度になりまして、地域計画のほうも本格的に動き出すということだろうという

ふうに思います。７月には我々の改選ということで新しい方も来られるということ

で大変な時期を迎えるというふうに思いますけど、継続されている方はなお一層頑

張っていただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、これより４月総会を開会いたします。 

事務局長  ありがとうございます。 

それでは、議事のほうに入らせていただきます。 

まず、本日欠席委員の方、遅参の委員の方はいらっしゃいませんでしたので、ただ

いまの出席委員１９名中１９名に出席いただいております。定足数に達しておりま

すので、４月総会が成立しておりますことをご報告いたします。 

それでは、真庭市農業委員会会議規則第５条により、議長は会長が務めることとな

っておりますので、以降の議事の進行は会長よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、これより議事に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。 

日程１、議事録署名委員の指名を行います。 

本総会の議事録署名委員は、会議規則第３５条の規定により、議長において指名さ

せていただくことにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   それでは、議事録署名委員は、１３番、    委員、１４番、    委員を指

名いたします。 

日程２、議案第２１号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議についてを議

題といたします。 
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番号１、番号２については関連する内容ですので、事務局より一括して説明をお願

いいたします。 

事務局主幹 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主幹 失礼いたします。それでは、議案第２１号、農地法第３条の規定による許可申請書

の審議について。 

１ページをお開きください。 

本日審議していただく件数は１８件でございます。農地法第３条第２項の各号にお

きましては、申請書によって審議いたしました結果、全件とも該当しないため、許

可要件の全てを満たしております。 

番号１でございますが、番号２との交換による所有権移転の申請ですので一括して

説明をさせていただきます。譲渡人、譲受人はそれぞれどちらも北房の方になりま

す。申請農地、番号１、田１筆２，０５３㎡と、番号２、田１筆１，５０６㎡を、

交換によります所有権移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２３番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２３番推進委員 議長。 

議 長   はい、２３番推進委員。 

２３番推進委員 それでは、現地調査についての報告をさせていただきます。 

それぞれの当該農地ですけれども、隣り合っている農地が譲受人の農地でありま

す。そのために以前から効率等を考えて交換をしようということは検討されていた

みたいですけども、この機にその話がまとまったということであります。それか

ら、譲受人の耕作状況ですけども、両名とも地域の営農組合に加入しておられます

ので、管理等も含めて引き続き耕作をされていくというふうに考えられますし、１

番の受人は地域の農業でのリーダー的な役割を積極的に果たされているということ

であります。その他指摘事項はありません。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 それでは、番号３でございますが、市外の譲渡人が、相手方の要望により、北房の

譲受人に、申請農地、田１筆８１８㎡を、贈与によります所有権移転の申請でござ

います。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２３番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２３番推進委員 議長。 

議 長   はい、２３番推進委員。 

２３番推進委員 それでは、３番について現地調査の報告をさせていただきます。 

４月３日に申請書を持参した人と確認を行いました。市外在住の譲渡人の農地を長
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年耕作してこられた方が高齢となり耕作が難しくなったということで、耕作をして

くれる人がいないかと譲受人のいとこ、申請書を持参した人ですけれども、相談が

あり、譲受人が当該農地の近くで耕作をしているということで話をしてみたとこ

ろ、耕作の意思があったので交渉しましたところ、譲渡人は市外ですし、子供さん

も今後その農地について耕作する意思がないということで無償譲渡するということ

で話がまとまりました。それから、譲受人の耕作状況ですけれども、トラクターや

農機具、コンバインなどいとことともに共同で所有し、モミの乾燥機とか、それか

らもみすり機等も所有しております。譲受人は自営業も営んでおりまして、農作業

はいとこと共同でそれぞれ行っております。そういうことで、取得後も必要な農作

業に従事するというふうに考えられます。その他指摘事項はありません。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号４について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号４でございますが、北房の譲渡人が、相手方の要望により、同じく北房の譲受

人に、申請農地、田１筆４８２㎡を、売買によります所有権移転の申請でございま

す。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１２番委員さんから説明をお願いいた

します。 

１２番委員 議長。 

議 長   はい、１２番委員。 

１２番委員 １２番です。 

それでは、番号４につきまして現地調査の結果を報告させていただきます。 

去る４月２日に現地調査を譲受人、譲渡人ともにお会いしまして確認いたしまし

た。権利移転する事由の詳細でございますが、譲受人と譲渡人の関係はご近所同士

でございまして、今回譲渡人の労力不足によりましてこの申請農地の管理に苦慮し

ておりましたところ、譲受人と所有権の移転の話がまとまりましたので申請したも

のでございます。譲受人の耕作状況等でございますが、譲受人は現在約６０アール

を水稲を中心に耕作しておりまして、地域の集落営農にも積極的に参加しておりま

す。そして、農機具もトラクター、田植機等を所有されておりますし、今後も農作

業に従事するものと思われます。特記事項等はございません。 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号５について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号５でございますが、市外の譲渡人が、久世の譲受人に、申請農地、田１３筆

７，７７５㎡を、贈与によります所有権移転の申請でございます。ご審議方よろし

くお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、８番委員さんから説明をお願いいたし

ます。 

８番委員  議長。 
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議 長   はい、８番委員。 

８番委員  調査の結果を報告いたします。 

譲渡人は譲受人の実父で北海道の農事法人に勤務しております。そのため、実家で

譲渡人の両親が管理してまいりましたが、この両親が相次いで死亡したために譲渡

人の実子である譲受人に生前贈与するものであります。譲渡人と電話で、それから

譲受人とは対面で意思確認を行いました。また、併せて譲受人から営農計画書に基

づく説明を受け、現地確認を行ったところです。譲受人は市内の建設会社に勤務し

て農業経験は浅いのですが、まだ若いですし、それから実質耕作者であった祖父母

から農機具等を引き継いでおり、また母親の実家が全面的に支援するということで

田植機、コンバインなどの大型機械はそちらから借用することになっております。

今後の営農計画を拝見しましたが、内容は妥当なもので、農地法第３条第２項の関

係基準に何ら問題は見られませんでした。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号６について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号６でございます。 

落合の譲渡人が、相手方の要望により、同じく落合の譲受人に、申請農地、田１筆

２，５５５㎡を、売買によります所有権移転の申請でございます。ご審議方よろし

くお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２５番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２５番推進委員 議長。 

議 長   はい、２５番推進委員。 

２５番推進委員 ２５番推進委員です。 

番号６につきまして、令和５年３月３０日、譲受人立会いの下、現地確認を行いま

した。権利移転する事由の詳細ですが、譲受人と譲渡人は親戚関係で、譲渡人は農

地が遠いために現在譲受人が耕作を行っています。ここで双方の話がまとまり、譲

受人が申請農地を取得するものです。譲受人の耕作状況ですが、譲受人は農作業に

必要な農機具を全て所有しており、現在自分が所有している農地を全て管理を行っ

ています。取得後も同様に耕作すると思われます。その他指摘事項は特にございま

せん。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号７について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号７でございますが、落合の譲渡人が、労力不足により、同じく落合の譲受人

に、申請農地、田１筆８０７㎡を、売買によります所有権移転の申請でございま

す。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３０番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３０番推進委員 議長、３０番推進委員です。 
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議 長   はい、３０番推進委員。 

３０番推進委員 去る４月３日に現地調査及び現地での面談を行いました。譲渡人は会社員で、所有

している農地は全て同一集落内の農家に耕作管理を依頼しております。当該する農

地は番号７の譲渡人と同一圃場で割田です。その割田を近所の酪農家が耕作してお

りましたが、その酪農家が廃業いたしたため、新たに耕作してもらえる農家を探し

ておりました。その結果、隣接する集落の譲受人がその話を聞き、このたび売買の

話がまとまったものです。譲受人は     の傍ら妻と２人で農業に従事してお

り、効率的な農業を目指し規模拡大を計画し、生産性の高い農業を目指していると

ころです。所有する農機具はトラクター、コンバイン、田植機、管理機といったも

のを全て所有しており、申請地取得後も必要な農作業に従事すると認めます。その

他指摘事項はありません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号８について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号８でございます。 

落合の譲渡人が、労力不足により、同じく落合の譲受人に、申請農地、田１筆２，

０００㎡を、売買によります所有権移転の申請でございます。ご審議方よろしくお

願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３０番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３０番推進委員 議長、３０番推進委員です。 

議 長   はい、３０番推進委員。 

３０番推進委員 ４月３日に農地確認及び面談を行いました。譲渡人は、現在岡山市を生活拠点とし

ております。名古屋に現在は転勤中と聞いております。所有している水田は近所の

酪農家に預けて耕作してもらっていましたが、その酪農家が廃業したため、別の耕

作者を探しておりましたところ、隣接する部落の譲受人がその話を聞き、このたび

売買の話がまとまったものです。譲受人は     の傍ら妻と２人で農業をして

おり、効率的な農業を目指し規模拡大を計画し、生産性の高い農業を目指している

ところであります。所有する農機具もトラクター、コンバイン、田植機、管理機等

を所有し、申請地の取得後も必要な農作業に従事するものと認めます。その他指摘

事項はありません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号９について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号９でございますが、落合の譲渡人が、相手方の要望により、同じく落合の譲受

人に、申請農地、田１筆９９７㎡を、売買によります所有権移転の申請でございま

す。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、同じく３０番推進委員さんから説明を

お願いいたします。 

３０番推進委員 議長、３０番推進委員です。 

議 長   はい、３０番推進委員。 
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３０番推進委員 ４月３日、現地確認及び面談を行いました。譲渡人は長年にわたり申請地で稲作を

行ってこられましたが、高齢による労力不足、また近年体調が著しく悪化したた

め、自ら耕作することが困難になったため、耕作してくれる人を探していました。

このたびそのことを知った譲受人は自分の家に隣接している水田で便利もよいこと

から売買の話がまとまり、譲受人が申請地を取得するものです。譲受人は    

農業を営んでおり、ハウスキュウリ、ハウスイチゴを大々的に栽培しており、譲受

人と両親で農業に従事しております。所有している農機具もトラクター、管理機、

動力噴霧器を所有し、申請地の取得後も必要な農作業に従事するものと認めます。

その他指摘事項はありません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号１０について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号１０でございます。 

市外の譲渡人が、耕作不便により、落合の譲受人に、申請農地、田２筆４５５㎡

を、贈与によります所有権移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いいた

します。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１５番委員さんから説明をお願いいた

します。 

１５番委員 議長。 

議 長   はい、１５番委員。 

１５番委員 １５番です。 

４月１日、申請地で譲受人さんと奥さんとでお話をお聞きしてきました。権利移転

する事由の詳細ですが、譲受人は長年にわたり申請人のおばあさんから申請地を借

りて野菜のナスビやカボチャ、イチゴなどの自家消費分を作ってこられていまし

た。今年になり借りていたおばあさんが亡くなり、申請人が県外から帰ってこられ

たのでお話をしたところ、耕作不便なので農業をする気もなく、こちらに帰ってく

ることもないので譲受人に話をしたところ話がまとまり、無償で譲渡することにな

りました。譲受人の耕作状況ですが、ふだんは譲受人と奥さんとで耕作されていま

す。休みには息子さんも手伝って３人で田１町５反を耕作されています。農機具も

トラクター、コンバイン２台、田植機、管理機など必要な農機具一式を持っておら

れます。なので、農作業には従事するものと認められます。その他指摘事項は特に

ありません。よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号１１について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号１１でございますが、久世の譲渡人が、相手方の要望により、同じく久世の譲

受人に、申請農地、田１筆７５１㎡を、贈与によります所有権移転の申請でござい

ます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３２番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３２番推進委員 議長。 
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議 長   はい、３２番推進委員。 

３２番推進委員 ３２番推進委員でございます。 

本案件につきまして、４月１日、譲受人、譲渡人、両者立会いの下、現地調査を行

いましたのでご報告させていただきます。まず、権利移転する事由の詳細でござい

ます。譲受人と譲渡人は親戚関係であり、同じ地区に居住されています。譲渡人が

高齢となり耕作が困難になってきたことと、子供２人が遠方に住んでいて耕作する

ことができないため、退職が近くなっていた譲受人に譲渡の話を持ちかけて、この

たびの規制緩和により取引が成立することとなったということでございました。譲

受人の耕作状況でございます。譲受人は田を１反弱所有し、その田に隣接する田４

畝と併せて水稲を耕作されております。農機具はトラクター、田植機を所有し、刈

取りは親戚にしてもらっているということです。世帯員は３世代６人家族で、息子

さんが手伝いながら農業をしています。本人はこの３月で退職されております。そ

の他指摘事項はございません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号１２について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号１２でございますが、市外の譲渡人が、農業廃止により、久世の譲受人に、申

請農地、田２筆３，７０４㎡、畑２筆７６８㎡を、売買によります所有権移転の申

請でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３１番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３１番推進委員 議長。 

議 長   はい、３１番推進委員。 

３１番推進委員 ３１番です。 

現地調査の報告をいたします。３月３０日に譲受人とともに現地を確認調査いたし

ました。また、譲渡人とは電話にて話をお伺いいたしました。譲渡人は他県在住で

すが草加部地区内に実家があり、父親が在住して耕作していたんですが、死亡後は

譲受人が耕作を委託されて継続していたということです。譲渡人は今後も草加部地

区には帰ってくる意向はありません。そこで、譲受人に販売したいという意向を伝

えて、このたび所有権の移転がまとまりました。両名は幼なじみで顔見知りでござ

います。譲受人の耕作状況でございますが、譲受人は本人と長男、長女の３人家族

で、耕作自体は本人及び長男が耕作いたしております。耕作は譲受人本人の所有す

る田畑６反ほどを耕作いたしておりますが、このたびの所有権移転地を含めまして

も十分に耕作できるものであります。農機具等はトラクター、コンバイン、管理機

等を所有しており、今後も親子ともに耕作していくとのことでございました。その

他指摘事項といたしまして、この   土地につきましては、土地内に無縁仏があ

り、墓石３体ほどあり、その他のところは耕作が全くできないという状況でござい

ますので   は耕作地から除外してもいいんじゃないかなと考えております。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 



－9－ 

続きまして、番号１３について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号１３でございます。 

落合の譲渡人が、労力不足により、久世の譲受人に、申請農地、田１筆２３３㎡

を、贈与によります所有権移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いいた

します。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１０番委員さんから説明をお願いいた

します。 

１０番委員 議長。 

議 長   はい、１０番委員。 

１０番委員 １０番です。 

４月３日に譲受人と現地で確認し、詳細について話を聞きました。譲受人と譲渡人

の関係は母方の祖父と孫になります。譲渡人は高齢になったため労力不足というこ

とで農業ができなくなったので、近所に住む孫へ権利移転を行うものでございま

す。譲受人は現在   を経営しており、今回の農地についてはソバの栽培を行い

たいということです。面積が小さいということで  を食べに来たお客様に展示的

に見てもらったり、子供たちと栽培や収穫が一緒にできたらいいかなというふうに

話をされていました。管理機など農作業に必要な農機具は当面祖父のところからや

りくりしたり、近所の農家に借りる予定でございます。問題はないと思いますの

で、ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号１４について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 議案書３ページでございます。 

番号１４でございますが、市外の譲渡人が、久世の譲受人に、申請農地、畑１筆２

７５㎡を、贈与によります所有権移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願

いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１０番委員さんから説明をお願いいた

します。 

１０番委員 議長。 

議 長   はい、１０番委員。 

１０番委員 １０番です。 

３月３０日に譲受人と現地で詳細について確認を行いました。譲渡人は県外という

ことで、３１日に電話で確認をいたしております。譲渡人は現在県外で生活してい

ますが、それまでは譲受人と同じ部落で近所でした。譲受人は長い間今回の農地を

委託されて管理、耕作を行ってきましたが、譲渡人が今後農業ができないというこ

とで無償譲渡の話が決まり、権利移転を行うものでございます。譲受人はトラクタ

ー、田植機、コンバインなど農機具はほぼ所有しており、家の隣ということで今ま

でどおり野菜を作付するということでございました。指摘事項はありません。ご審

議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 
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続きまして、番号１５について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号１５でございますが、湯原の譲渡人が、同じく湯原の譲受人に、申請農地、田

２筆３１２㎡を、贈与によります所有権移転の申請でございます。ご審議方よろし

くお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３８番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３８番推進委員 議長。 

議 長   はい、３８番推進委員。 

３８番推進委員 ３８番推進委員でございます。 

４月１日に譲受人と一緒に現地の確認をさせてもらいました。この譲渡の内容を申

し上げますと、譲渡人は譲受人と同じ自治会の出身でありまして、両親が亡くなら

れてから遺産相続された農地であります。現在この農地と現住所との距離が遠く、

勤めの関係もありまして農地の管理ができない状況を迎えております。それで、以

前住んでおりました自治会のすぐ近所の譲受人にお願いしたところ、承知してもら

いまして贈与で所有権移転をするものでございます。この農地自体が譲受人の圃場

とくっついておりますので、何とかこの圃場の管理ができるだろうということで承

知してもらっておるところであります。ということで、別にほかに危惧することが

ないと思いますのでよろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号１６について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号１６でございますが、市外の譲渡人が、耕作不便により、湯原の譲受人に、申

請農地、田１筆１，４１８㎡を、贈与によります所有権移転の申請でございます。

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３９番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３９番推進委員 議長。 

議 長   はい、３９番推進委員。 

３９番推進委員 ３９番推進委員です。 

４月２日に譲受人立会いの下、現地確認をいたしました。譲渡人は県外に居住して

おり、電話で一応確認を取りました。この土地は相続で譲り受けたもので、おじ、

おいの関係に当たります。昭和５４年頃の構造改善以降、譲受人が耕作しておりま

した。譲渡人のほうは、ほとんどもうこっちには帰ってこないのと、年を取ってき

て体調不良から数年前から譲渡しの打診が、この機に譲り受けることとしたとのこ

とです。譲受人の耕作ですけど、１町７反耕作しており、本人と母親と２名で耕作

をしております。農機具はトラクター、田植機、コンバインなどを保持しており、

今後の耕作に問題ないと思います。その他指摘事項はございません。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号１７について事務局より説明をお願いいたします。 
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事務局主幹 番号１７でございますが、八束の譲渡人が、同じく八束の譲受人に、申請農地、田

１筆１６８㎡、畑８筆１，３００㎡を、贈与によります所有権移転の申請でござい

ます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、４３番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

４３番推進委員 議長。 

議 長   はい、４３番推進委員。 

４３番推進委員 ４３番です。 

番号１７について、４月５日、譲受人立会いの下、調査してまいりました。権利移

転する事由の詳細ですが、譲受人と譲渡人は同居する親子であり、譲渡人が高齢と

なったため、譲受人に贈与するものです。譲受人の耕作状況等ですが、譲受人は家

族でガソリンスタンドを経営しており、譲渡人夫婦も含め４人の家族で経営してい

ると。申請農地についてはこれまで譲渡人夫婦が耕作しており、譲渡人夫婦がこの

たび高齢での贈与の話でありますが、まだまだ体は元気で耕作する意思はあり、申

請農地取得後も変わらず譲渡人が管理されるとのことです。ですので、問題ないと

思われます。その他指摘事項はございません。ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号１８について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号１８でございます。 

川上の譲渡人が、農業廃止により、同じく川上の譲受人に、申請農地、畑１筆３０

０㎡を、贈与によります所有権移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願い

いたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、４６番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

４６番推進委員 議長。 

議 長   はい、４６番推進委員。 

４６番推進委員 ４６番です。 

現地確認を４月１日に行いました。権利移転する事由の詳細ですが、３０年以上前

に譲渡人と譲受人の家は隣同士の関係でありました。譲渡人と譲受人の父が同世代

で仲がよく付き合いがあり、譲渡人が市外に転居された後はこの申請農地とプラス

１８アールを委託されて３０年以上長く耕作されていましたが、譲渡人が９０歳と

いう高齢となり後継者もいないことから処分を考えられて、このたび申請人に無償

譲渡するものでございます。譲受人の耕作状況は、兼業農家でございます。現在所

有の９８アールほどの農地に稲作とソバの栽培を１人でされております。農地取得

後も今まで同様に必要な農作業に従事すると考えます。指摘事項はありません。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただきます。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 
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質問はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質問を打ち切ります。 

これより議案第２１号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第２１号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議については、

原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程３、議案第２２号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議

についてを議題といたします。 

番号１について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 議案第２２号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議について、本日ご審議

していただく案件は４件でございます。 

５ページをご覧ください。 

番号１でございます。 

申請人、使用借人（久世）の２名は、現在アパートに居住していますが、将来的な

ことを考え、妻の実家に隣接する申請地、田１筆３５１㎡を、使用貸人（落合）か

ら借り受け、居宅を建築するため、転用申請するものです。農地区分は、２種農地

と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入については、土地は親子間での使用

貸借契約のため 円、土地造成   円、建物施設等    円。資金の内訳とし

て、借入金    円。建蔽率は３０％です。添付書類として、土地利用計画図、

平面図、立面図、使用貸借契約書、被害防除計画書が添付されております。申請地

周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２５番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２５番推進委員 議長。 

議 長   はい、２５番推進委員。 

２５番推進委員 ２５番推進委員です。 

番号１につきまして、令和５年３月３１日に使用借人と使用貸人両人の立会いの

下、現地確認を行いました。転用しようとする事由の詳細ですが、使用借人は現在

アパートに住んでおり、子供が大きくなり手狭になったため、使用貸人の家の隣に

土地を借り、家を建てるものです。なお、使用借人と使用貸人は親子関係にありま

す。申請地の位置ですが、         国道を挟んだ西側に位置します。周

辺農地の状況ですが、東が宅地、西が田、南が田、北が田。周辺は田に全部囲まれ

ていますが、一般的な個人住宅のため、日照、通風などの影響はございません。ま
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た、１段高いというか、落差がなるべく少ない場所にあるのでさほどの影響はない

と思われます。その他指摘事項はございません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 番号２でございます。 

申請人、譲受人（市外）は、現在借家に居住しておりますが、子供の成長に伴い手

狭となったため、申請地、田１筆５００㎡を、譲渡人（落合）から譲り受け、居宅

及び車庫を建築するため、転用申請するものです。申請地は１種農地と判断されま

すが、１種農地の例外許可基準、「住宅その他申請に係る周辺の地域において居住

する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続して設置されるもの」に該当すると

思われます。転用に伴う費用は、土地購入   円、土地造成    円、建物施

設      円。資金の内訳として、自己資金   円、借入金     円。

建蔽率は３５％です。添付書類として、土地利用計画図、平面図、立面図、断面

図、被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はござい

ません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２５番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２５番推進委員 議長。 

議 長   はい、２５番推進委員。 

２５番推進委員 ２５番推進委員です。 

番号２につきまして、令和５年３月３０日に譲受人の父立会いの下、現地確認を行

いました。転用しようとする事由の詳細ですが、譲受人は現在岡山で仕事をして岡

山でアパート住まいをしてますが、子供が大きくなり手狭となったため、家を建て

るため、実家の近くの場所を探していたところ、実の父が耕作している田の持ち主

と譲渡の話がまとまり、譲受人が家を建てるものです。この農地は３条の６番、先

ほど審議された農地の一部になります。申請地の位置ですが、     より西南

へ１．５キロ山側に入り、 部落に位置します。周辺の状況ですが、東が道路、西

が田、南が田、北が田。周辺農地への影響ですが、周辺は田に囲まれていますが、

南と北は落差があり、平家のため、日照、通風などの影響はないと思われます。そ

の他指摘事項はございません。審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 １ページお進みください。 

番号３でございます。 

申請人、譲受人（落合）は、現在の駐車場が手狭なため、申請地、畑１筆７７㎡

を、譲渡人（落合）から譲り受け、露天駐車場に整備するため、転用申請するもの

です。農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入  

円、土地造成   円。資金の内訳として、自己資金   円。添付書類は、土地

利用計画図、平面図、断面図、被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に
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影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２５番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２５番推進委員 議長。 

議 長   はい、２５番推進委員。 

２５番推進委員 ２５番推進委員です。 

番号３につきまして、令和５年４月１日、譲受人立会いの下、現地確認を行いまし

た。転用しようとする事由の詳細ですが、譲受人は自宅の駐車場が狭いため、譲渡

人と話がまとまり、進入路の隣の畑の一部を駐車場として利用するものです。申請

地の位置ですが、           より西に３００ｍの住宅地に位置しま

す。周辺の状況ですが、東が畑、西が宅地、南が市道、北が宅地。周辺農地への影

響ですが、東側に畑がありますが、露天駐車場のため、日照、通風などの影響はな

いと思います。また、この畑も譲渡人の持ち物ですが、割と高齢なんであまり耕作

はできてないような状況です。その他指摘事項は特にございません。ご審議方よろ

しくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号４について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 番号４でございます。 

申請人、譲受人（久世）は、申請人が経営する建築会社のモデルハウスの来場者用

駐車場とグループ会社の資材置場を整備し賃貸する目的で、申請地、田１筆１，０

００㎡を、譲渡人（久世）から譲り受け、露天駐車場及び露天資材置場に転用申請

するものです。農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地購

入は譲渡人は譲受人の父のため 円、土地造成   円。資金の内訳として、自己

資金   円。添付書類として、土地利用計画図、平面図、被害防除計画書が添付

されています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしく

お願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３番委員さんから説明をお願いいたし

ます。 

３番委員  議長。 

議 長   はい、３番委員。 

３番委員  ３番です。 

番号４について報告いたします。 

去る４月２日、譲受人の立会いの下に現地確認を行いました。転用しようとする事

由の詳細ですが、譲渡人と譲受人は親子の間柄です。譲受人経営の会社で駐車場及

び建築関係の資材置場が必要となり、父親に相談したところ、譲受人に無償譲渡さ

れた後、譲受人経営の会社へ露天駐車場及び資材置場として貸し付けることで話が

つき、転用申請するものです。申請地の位置等ですが、         の北側

に位置しております。周囲の状況は、東側は市道、西側は宅地、南側は市道及び宅

地、北側は水路に面しておりますが、周囲の農地に影響はありません。その他指摘
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事項もないので、審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただきます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第２２号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第２２号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議については、

原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程４、議案第２３号、基盤強化法第１９条の規定による農用地利用

集積計画の決定についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第２３号について、７ページをお開きください。 

議案第２３号、農用地利用集積計画の決定について。 

このことについて、別紙のとおり農用地利用集積計画を定めるため、農業経営基盤

強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、その決定について審議に付します。案

といたしまして、令和５年４月１０日付で公告の予定でございます。本日上程され

ました農用地利用集積計画のうち、利用権設定につきまして全１０２筆ございま

す。 

以上、全件とも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。お目通しの上、ご審議方よろしくお願いします。 

以上でございます。 

議 長   それでは、お目通しをお願いいたします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第２３号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
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＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第２３号、基盤強化法第１９条の規定による農用地利用集積計画の決

定については、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程５、議案第２４号、農地中間管理事業法第１９条の２の規定によ

る農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第２４号について、１９ページをご覧ください。 

議案第２４号、農用地利用集積計画の決定について。 

本件は一括方式となっており、農地中間管理機構である岡山県農林漁業担い手育成

財団が農地の貸手から貸借権等の設定を受けて中間管理権を取得するのと同時に、

受け手に対して転貸しによる利用権設定を同時に行うものです。案といたしまし

て、令和５年４月１０日付で公告の予定でございます。内容については議案書に記

載のとおりで、全件とも問題ないものと考えます。お目通しの上、ご審議方よろし

くお願いします。 

以上でございます。 

議 長   それでは、お目通しをお願いします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第２４号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第２４号、農地中間管理事業法第１９条の２の規定による農用地利用

集積計画の決定については、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程６、議案第２５号、令和４年度農業委員会の農地利用の最適化の

推進の状況その他事務の実施状況の公表（案）の決定についてを議題といたしま

す。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 議案第２５号、令和４年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務

の実施状況の公表（案）の決定について、２１ページをご覧ください。 
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この案件につきましては、農林水産省経営局長通知に基づき、全ての農業委員会に

おいて取り組み、自ら活動の点検・評価を行うものです。また、承認されました後

には市のホームページに掲載し公表することとしております。また、本日お手元に

お配りしております資料等を見ながらご説明したいと思います。本日お配りの資料

には、数値の根拠とか引用元のほうを記載しておりますので併せてご覧ください。 

それでは、２３ページをご覧ください。 

左側は、令和５年４月１日現在の農業委員会及び農家等の状況となっておりますの

で、また後ほどご覧ください。 

右側のページをご覧ください。 

次の最適化活動の実施状況の１、最適化活動の成果目標、（１）農地の集積、①現

状と課題ですが、これは令和４年４月時点の記載であるため、これまでの集積面積

１，４２７ヘクタールにつきましては令和３年度の統計調査等の実績で集積率を計

算しております。その下、②目標と③実績ですが、これは昨年度定めた集積目標

１，５８９ヘクタールに対し集積実績１，３１３ヘクタールであったため、達成状

況は８２．４％となっております。原因としましては、農地集積の基礎となる担い

手への農地利用集積状況調査を精査したところ、特定作業受託の積算に誤りがあり

正しい数値に修正を行ったため、達成率が下がっております。点検結果として、担

い手がいない農地について地域で話合いの場を持ち、関係機関と連携して集積・集

約に取り組むことが必要となってきております。 

次に、（２）遊休農地の発生防止・解消の①現状及び課題でございます。令和４年

度の利用状況調査で緑区分と判定された１号遊休農地は２７６ヘクタールとなって

おります。その下の②、ア、既存遊休農地の解消、令和４年度から令和８年度の４

年間で５分の１ずつ解消することとなっているため、５５ヘクタールを解消面積と

して上げております。 

１ページお進みください。 

イ、新規発生遊休農地の解消目標面積、こちらは１２ヘクタールとなっておりま

す。その下、③実績でアの遊休農地緑区分の解消実績が３３ヘクタールとなってお

ります。その下のイが新規発生遊休農地の解消実績は１ヘクタールとなっておりま

す。その下に行きまして④ですが、農地の利用状況調査を８月から１０月まで実施

し、調査結果の取りまとめを１１月から２月まで行いました。緑区分の１号遊休農

地は２６０ヘクタールでした。利用意向調査は２月に発送を行い、３月に取りまと

めを行いました。 

続きまして、その下、（３）の①ですが、令和元年度から令和３年度までの新規参

入者の状況となっております。その下の②目標は、平成２８年から平成３０年度の

権利移動面積の平均の１割以上を新規参入者への貸付け等について農地所有者の同

意を得た上で公表する農地の目標面積とするため、１２．９ヘクタールを上げてお

ります。それから、その下の③実績、こちらは３１．６ヘクタールを上げておりま

す。これは人・農地プランによるアンケート調査で貸付希望のあった面積を上げて

おります。 
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それから、２番、最適化活動の活動目標、（１）、これは月に６日以上活動した場

合にポイントが加算される仕組みとなっているため、月６日を目標として上げてお

ります。 

（２）の①、局長通知により毎年度活動強化月間として３か月以上設定することを

目標として設定するものとあるため、１１月から１月の予定で設定しております。

②実績ですが、１月から３月にかけて遊休農地の解消及び農地の集積に関する活動

を行いました。 

１ページお進みください。 

（３）新規参入相談会への参加、①の目標ですが、県が晴れの国おかやま就農相談

会を行っておりまして、岡山市内で開催される２つの相談会を参加予定としており

ました。②実績としまして、新型コロナウイルス感染症の関係で参加者数の制限が

あったため、農業委員会として参加することはできませんでした。 

それから、Ⅲ番目、事務の実施状況として１番に総会ですとか部会の開催実績を上

げております。２番目、農地法第３条に基づく許可事務は７１件ありました。３番

目、農地転用に関する事務は６４件ありました。４、違反転用への対応で、違反転

用面積が０．４ヘクタールあり、全て解消しております。 

以上、簡単ではございますが、令和４年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の

状況その他事務の実施状況の公表（案）の決定についてのご説明でした。ご審議方

よろしくお願いします。 

議 長   それでは、お目通しをお願いします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第２５号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第２５号、令和４年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況そ

の他事務の実施状況の公表（案）の決定については、原案のとおり可決されまし

た。 

続きまして、日程７、議案第２６号、令和５年度最適化活動の目標の設定等（案）

の決定についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 議案第２６号、令和５年度最適化活動の目標の設定等（案）の決定について、２７
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ページをご覧ください。 

この案件も議案第２５号と同様で、農林水産省経営局長通知に基づき、全ての農業

委員会において取り組み、自ら活動の点検・評価を行うものです。ご承認いただき

ました後には、市のホームページ等で掲載することとしております。 

それでは、１ページお進みください。 

左側、農業委員会の状況につきましてはお目通しください。 

右側、Ⅱの最適化活動の目標、１（１）の①現状及び課題、令和５年４月現在です

ので令和４年度の統計における耕地面積と担い手への集積面積となり、集積率は２

４％です。次に、目標、こちらは国の局長通知によりますと、農地の集積の目標を

８０％以上に設定している場合当該目標を設定するものとし、都道府県が定めた目

標に則して市町村ごとに目標設定の考え方等が示されているときは当該目標を設定

できるとあります。要は、真庭市は平成２９年２月に農業経営基盤の強化の促進に

関する基本的な構想というものを定めておりまして、こちらを今月末に改定予定で

す。その新構想によりますと、令和１２年度で３８％を目標としておりますので、

当該目標でも同数値を掲載しております。 

続きまして、（２）の①ですけれども、１号遊休農地が２６０ヘクタールです。１

号遊休農地とは再生利用が可能な遊休農地で、緑区分と黄色区分に分ける必要があ

ります。緑区分は草刈り等により直ちに耕作可能な農地で、黄色区分は基盤整備事

業等により耕作可能となる農地です。区分するのはとても困難なため、緑区分とし

てまとめて入れております。ただし、緑区分については令和４年から令和８年度ま

での５年間で減少させる目標にする必要がございます。②目標で、令和４年度の利

用状況調査で緑区分と判定された１号遊休農地は２７６ヘクタールとなっておりま

す。５５ヘクタールの解消面積を上げております。 

１ページお進みください。 

（３）新規参入の促進の②目標ですけれども、令和２年度から令和４年度の平均の

１割以上を目標とするため、１０．９ヘクタールを上げております。 

その下に行きまして、２番、最適化活動の活動目標の（１）月に６日以上の活動を

した場合にポイントが加算される仕組みとなっておりますので、月６日を目標とし

て上げております。 

（２）局長通知により、毎年度活動強化月間として３か月以上を設定することを目

標として設定するものとありますので、今年度の１１月から１月の予定で設定して

おります。 

（３）新規参入相談会への参加目標、こちらも先ほどと同じで県が主催する晴れの

国おかやま就農相談会に参加する予定としておりまして、一応９月の相談会に参加

する予定としております。農繁期でお忙しいとは思いますが、ご都合のつく方でご

参加いただけたらと思います。 

以上、簡単ではございますが、令和５年度最適化活動の目標の設定等（案）の決定

についてのご説明でした。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、お目通しをお願いします。 
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それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。はい、どうぞ。 

２３番推進委員 最適化活動の目標で農地の集積と、それから遊休農地の解消のところに課題とし

て、認定農業者が減っているんだと、それ以外においても従事者が減少、高齢化で

耕作管理することが困難な遊休農地が拡大していると、それから遊休農地の解消の

ところでも担い手への集積が見込めず、耕作再開困難な状況だということが書いて

あります。これはもう県のものだと思うんですけども、それに対して集積や集約化

することで限りある担い手への作業効率を向上させ、遊休農地の拡大を防ぐ必要が

ある、それから遊休農地の解消のところは所有者への指導または有効な土地利用の

促進が必要だというふうに書いてある。これだけじゃ分からないね。具体化してい

かないと、毎年同じことの繰り返しでやってますので、具体的にじゃあどうしたら

いいんだと。次のところで、我々の活動で月に６日以上活動しなさいと、この前の

研修でも言われたんですけども、まずは聞くことが最初だと。そのことを記録して

明確化することによって話の部分が出てくるんだというふうに言われとるんですけ

ども、なかなかそうはいかないですよね。人・農地プランをつくって、そのことを

しなさいと書いてありますけれども、うちの地域でも人・農地プランをつくったん

ですけども、その中で出るというのは困難な話しか出ませんし、じゃあどうすると

かというふうな話になったときに、ここに書かれているような利用促進の何かがあ

るのかというと、そういうこともないんですね。そういうのがあれば、教えていた

だきたい。具体的にどうしたらいいのか、我々が活動する上で。 

もう一点、このことがずっと続いていくというのは、やっぱり国、県、市の農政が

変わらないと全然前に進まないというふうに思うんですよね。だって、この自給率

が低い中でやってて、今は物はどんどん変わってきていますし、じゃあ、新たに田

を借りて作ろうかというと、そういうふうにはなかなかいかない状況ですし、農産

物だけは値段が上がらない状況ですから、いまだに道の駅等に行くとホウレンソウ

が１００円とか１２０円とかというような形で売っていますので合うはずがありま

せんよね。そういう部分があるので、余計に来られる人も少ない部分があるんじゃ

ないかなと思ったりするんですよね。そういう情報がない中でいろいろやりにくい

ところが非常にあるんですけれども、そこは国や市と一緒にやっていかないといけ

ませんし、この最適化に関する指針の中でもアドバイザーになりなさいと、フォロ

ーアップをしようとなっていますけども、やっぱりそこには我々の情報が足りてな

いという部分がありますので、このことを具体化する上での情報が欲しいですし、

どうしたらいいのかという部分ではもう少し具体化をしないと前に進まないという

ふうに思います。よろしくお願いします。 

議 長   ほかにはございませんか。 

２０番推進委員 すみません。 

議 長   はい。 

２０番推進委員 関連なんですけども、今活動強化月間がありまして、遊休農地の解消とあります
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ね。私としたら、遊休農地の解消というたら何か農作物が作られるような正常な農

地にしないといけん活動かなと思うとんですけど、議案第２５号の議案でもありま

したように成果としたら非農地通知書を送ったと。要はあなたのところは荒れとる

から、もう非農地にしなさいという指導、これが活動ということですかね。そうい

うふうに捉えていいんかな。さっき言われてましたように具体的に何をすればいい

か、これのところが分からないんですが、そういう非農地にしなさいというような

指導をしなさいということでしたら分かるんですけども、そこら辺のところも関連

ですけど教えてください。 

議 長   はい。 

事務局次長 ありがとうございます。 

最初の２３番推進委員のお話にもあったんですけれども、具体的な策としては当然

市のほうとしても持っておりません。今後どうしたらいいのかというのは本当に考

えながら、それからいろんなご意見をいただきながらというところになるんですけ

ども、それと併せて先ほど２０番推進委員のお話にもあったんですけど、担い手が

もう限られている中でその人たちも手いっぱいでできないという状況で、じゃあ遊

休農地の解消をとなると、私個人としては非農地のほうにと思っております。た

だ、これは課のほうで話もしてないんですけども、そういう方法しかないかなと思

っております。ただし、事務連絡のほうでも申し上げましたけども、何もかにも非

農地転用じゃなくて、守るところは守って、もう無理だなというところは非農地に

していくというのは一つの手段、方法かなと思っております。あくまで私見ですの

で、これはお答えにはなっていないかもしれませんけれども、そういうような考え

でも私としては間違いではないかなと思っております。また、その点につきまして

はちゃんとお話をさせていただきたいと思います。今日のところは以上でお願いし

ます。 

議 長   ほかにはございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

それでは、質問のほうはこれで打ち切ります。 

これより議案第２６号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第２６号、令和５年度最適化活動の目標の設定等（案）の決定につい

ては、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程８、報告第６号、農地転用の制限の例外に係る届出について、日

程９、報告第７号、農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約につ

いてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 
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議 長   はい、事務局。 

事務局主事 ３１ページをお開きください。 

報告第６号、農地転用の制限の例外に係る届出については、次の１件がございまし

た。添付書類もそろっておりますので、受理いたしました。 

１ページお進みください。 

報告第７号、農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約について

は、次の８件がございました。添付書類もそろっておりますので、受理いたしまし

た。 

以上で報告案件の説明を終了いたします。よろしくお願いします。 

議 長   報告第６号、報告第７号について、質問、意見等がございましたらお願いいたしま

す。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   質問、意見等がないようです。 

これらの案件は報告案件でございますので、ご了解いただきたいというふうに思い

ます。 

以上をもちまして本総会に付議された案件は全て終了いたしました。 

皆様方のほうから何かございませんか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   事務局からは。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   それでは、以上で４月総会を閉会したいというふうに思います。 

次回５月総会は、５月１０日でございます。 

よろしくお願いします。 

（午前１１時２５分 閉会） 


